
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

１ 制度の概要 

・ 従業員への奨学金返還支援制度を設ける県内企業に対して、負担額の一部を助成する 

事業を来年度（令和５年４月）から開始する予定です。 

・ 県内に本社等を置く中小企業等で、国・県が働きやすい企業に対して認証している制度を 

取得している企業が対象となります。 

・ 従業員の奨学金返済に対して企業が負担した額の 1/2（１人あたり年額 10万円上限）を 

補助します。 

・ 詳細は別添チラシをご覧ください。 

２ 参加予定企業の周知について 

・ ８月頃に制度内容と奨学金返還支援制度導入予定の企業名等を掲載したＨＰを公開 

する予定です。 

・ 本制度の活用を予定しており、企業名の掲載を希望する企業様は以下の申込方法により

お申込み願います。 

・ 掲載費用は無料です。 

●申込方法 

 以下の URL か二次元コードよりお申し込みください。 

 https://forms.gle/8PSYejDy4bqGrxhf7 

●問い合わせ 

 長野県産業労働部労働雇用課雇用対策係 担当：掛川 

 TEL:026-235-7201  メールアドレス：koyotai@pref.nagano.lg.jp 

■詳しくは別添チラシをご覧ください 

県では、従業員への奨学金返還支援制度を設ける県内企業に対して、負担額の一部を助成
する事業を来年度（令和５年４月）から開始する予定です。 
事業を開始するに当たって、今年度から参加予定の企業を募集し、８月頃に開設予定のＨ
Ｐにおいて参加予定企業として周知を行いますので、ぜひご参加ください。 

長野県（産業労働部）プレスリリース 令和４年（2022 年）６月 10 日 

「長野県奨学金返還支援制度導入企業サポート事業」 

に参加する企業を募集します   

産業労働部労働雇用課雇用対策係 
（課長）木下 育夫（担当）掛川 友 
電 話:026-235-7201（直通） 
    026-232-0111（代表）内線 2478 
ﾌｧｸｼﾐﾘ:026-235-7327 
電子ﾒｰﾙ rodokoyo@pref.nagano.lg.jp 

その他資料１ 

https://forms.gle/8PSYejDy4bqGrxhf7
mailto:rodokoyo@pref.nagano.lg.jp
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